
くまもと森都心プラザスモールオフィス
使用者募集要項（2室）

エントリー手順

応募書類の提出

使用者選考会

選考結果通知

【必要書類】
①くまもと森都心プラザスモールオフィス使用者選考申込書(様式第1号)
②事業概要書、事業計画書等
フォーマット・枚数は自由ですが、「事業内容」「事業計画」「当施
設の利用目的」を記載の上、PDF、Excel、PowerPoint等の形式にてご提
出下さい。

③個人の場合は、開業届出書の写し、住民票
会社の場合は、履歴事項全部証明書、決算書の写し(直近1期分)

④許認可等が必要な業種を営む場合、許可・認可・登録等の写し
⑤主たる事業所の存する自治体において市税の滞納がないことの証明書
⑥その他（会社案内、商品パンフレット等）
【提出先】

上記資料について、以下のアドレスへメールにてご提出ください。
Mail：business@stsplaza.jp

（送付データ量が20MBを超える際はご相談下さい。また、メール送付
後は、お問い合わせ先までメール到着のご確認をお願いいたします。）

・申込書類を受理した後、選考委員会において書類及び面接に
よる選考を予定しており、面接においては、提出頂いた資料
を用いたプレゼンを実施頂きます。

（プレゼン10分、質疑応答10分の計20分程度を想定）
※審査項目については別紙参照

・選考会（面接）の実施時期は８月下旬から９月中旬を予定し
ており、お申込者様には改めて通知いたします。

・面接審査結果を通知
・使用開始に係る各手続のご案内
・注意事項等に関する説明会を実施

◆くまもと森都心プラザ２階ビジネス支援施設「ＫＵＭＡＭＯＴＯＳＴＡ
ＲＴＵＰＣＥＮＴＥＲＸＯＳＳＰＯＩＮＴ.」通称：XOSS POINT.（クロ
スポイント）では新たにスモールオフィス１０室を設け、事業成長を目
指すスタートアップや第二創業者、新規事業の立ち上げを行う企業等を
対象に総合的・伴走的な支援を行ってまいります。

◆スモールオフィスでは、施設内のメンター等によるビジネスプランの壁
打ち等のメンタリング支援、施設を活用した域内外の関係者とのビジネ
スマッチングや、その他施設内にて実施される支援プログラムへの参加
など、総合的・伴走的な支援を受けることができます。

◆つきましては、下記のとおりスモールオフィス２室の使用者を募集しま
す。

mailto:business@stsplaza.jp


【募集室数・面積・賃料】

募集概要

２室（※別紙平面図）
賃料月額2,800円／㎡

（別途共益費用月額560円／㎡）

・無線ＬＡＮ(Wi-Fi)＜使用料無料＞
・くまもとフリーWi-Fi＜使用料無料＞
・長机 １台 ・椅子 ６脚
・キャビネット １台
・ホワイトボード １台
・コートハンガー １台
※共用設備：課金式コピー・給湯室等
全室電子錠付きドア

【各室の設備】

【使用時間及び使用期間】

・午前８時３０分から午後１０時まで
（休館日は毎月第３水曜日、１２月２９日から翌
年１月３日まで）
・使用期間は原則2年以内

Ｒｏｏｍ７ ２８.４１㎡
Ｒｏｏｍ１０ ２６.９３㎡

９５，４４８円
９０，４８４円

・各室面積/賃料(共益費込)

※お申込み状況により募集室に変更がでる
場合がありますので、詳細はお問合せ下
さい。

＜Room７＞

【募集各室写真】

＜Room10＞



【お問い合わせ先】

〒860 - 0047  
熊本市西区春日1丁目14 - 1
くまもと森都心プラザ

「XOSS POINT.」
電話：096 - 355 - 7402
F A X：096 - 355 – 7412

担当／森永・富永

募集概要

以下の要件を満たすこと
① 事業成長を目指すスタートアップや第二創業者、新規事業の立ち上げを行う企業等であるこ
と。

② スモールオフィスの使用を開始する時点で事業活動を行っていること。
③ スモールオフィスからの退去後も本市において事業を行う計画を有する者であること。
④ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがない事業を行う者であること。
⑤ 新規性、成長性、実現性等が認められる事業計画を有し、かつ、当該事業計画の中で市内の
企業等との協働又は連携が見込まれること。

⑥ 施設における、メンタリングやビジネスマッチング等の支援を必要としていること。
⑦ 市税を滞納していないこと。ただし、本市以外で事業を営んでいる者にあっては、主たる事
業所の存する自治体において市町村税を滞納していないこと。

【入居要件】

【遵守事項】

① 本施設内では、物品の販売等の営利行為及び施設や設備を損傷させる行為、またはその
恐れのある行為を行わないこと。

② 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為を行わないこと。
③ 本施設の他の利用者に迷惑を及ぼす恐れがある行為を行わないこと。
④ 事業進捗等について、毎月指定管理者のヒアリングを受けること。
⑤ くまもと森都心プラザ条例、くまもと森都心プラザ条例施行規則、その他関係規程等に

従うこと。

~スタートアップイベント~

【TAKIBI NIGHT XOSS TALK】

【スモールオフィス使用者交流会】


